
R2.6.30R2.2.1

前回（R2.3.17）の措置

対象：期限が令和2年2月1日から
同年6月30日までに到来する場合

延長：上記期限から、６カ月延長

今回の措置

対象：期限が令和2年2月1日から
令和3年3月31日までに到来する場合

延長：令和3年3月31日まで延長

R3.3.31R2.2.1

R2.4.30 R2.10.31

R2.4.30

6月延長
期限：選任から

6月以内
期限：選任から

6月以内 R3.3.31まで延長

保安係員

保安主任者

保安企画推進員 選任後、講習を受けさせなければならない
期間（６月以内）が令和２年２月１日
から令和３年３月31日までの間に終了す
る場合は、期間が令和３年３月31日ま
で延長されます。

参照条文：高圧ガス保安法 液石則第66条、一般則第68条、コンビ則第27条


